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（証券コード2354）
2023年４月28日

（電子提供措置の開始日 2023年４月28日）
株 主 各 位

北九州市小倉北区米町二丁目１番２１号

株式会社 YE DIGITAL
代表取締役社長 玉 井 裕 治

第46回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第46回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっておりますので、インターネット上の当社ウ

ェブサイトに「第46回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、「株主・投資家情報」、「株式情報」、「株主総会情

報」の順に選択して、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
当社ウェブサイト https://www.ye-digital.com

また、当社ウェブサイトのほか、インターネット上の東京証券取引所（東証）のウェブサイト
にも掲載しております。
以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、「銘柄名（会社

名）」に「ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ」または証券「コード」に「2354」（半角）を入力・検索し、
「基本情報」、「縦覧書類/ＰＲ情報」の順に選択して、ご確認いただけます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
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なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネットにより議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご
表示いただきご返送くださるか、４頁から５頁の「議決権行使等のご案内」をご高覧のうえ当社
の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において賛否を入力されるか、い
ずれかの方法により、2023年５月18日（木曜日）午後５時15分までに議決権を行使いただき
ますようお願い申しあげます。

敬 具
記

1 日 時 2023年５月19日（金曜日）午前10時から（開場 午前９時）
2 場 所 北九州市小倉北区米町二丁目１番２１号 ＡＰエルテージ米町ビル６階

株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ本社 プレゼンテーションルーム
3 株主総会の目的事項

報 告 事 項 第46期（2022
2023

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

1 事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

2 計算書類の内容報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容等を掲
載させていただきます。

◎本年も株主総会ご出席の株主様へのお土産を取りやめさせていただきます。何卒ご理解い
ただきますようお願い申しあげます。
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＜株主総会資料の電子提供制度の施行について＞
従前書面でお送りしていた株主総会資料（株主総会参考書類・事業報告・連結計算書

類・計算書類・監査報告）は会社法改正による電子提供制度の施行に伴い、ウェブサイト
に掲載して提供する方法に変更いたしました。
お手数ですが、本通知記載のＵＲＬにアクセスしてご確認くださいますようお願い申し

あげます。
本株主総会につきましては、法令および定款の定めに基づき書面交付請求をされた株主

様に送付する交付書面を、全ての株主様に対して送付することといたしました。
あわせてご参照くださいますようお願い申しあげます。

＜ウイルス感染症対策に関するお知らせ＞
本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日時点のご自身のご体調をお確かめ

のうえ、感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申しあげます。
また、本株主総会会場において、ご入場時の検温等の感染予防のための措置を講じさせ

ていただきますので、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
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株主総会ご出席

同封の議決権行使書用紙を会場
受付にご提出ください。

株主総会開催日時
2023年５月19日（金曜日）

午前10時

郵　送

同封の議決権行使書用紙に賛否を
ご表示いただき、行使期限までに
到着するようご送付ください。
議決権行使書面において、議案に
賛否の表示がない場合は、賛成の
意思表示をされたものとして取り
扱わせていただきます。

行使期限
2023年５月18日（木曜日）

午後５時15分

インターネット

当社の指定する議決権行使サイト
にアクセスしていただき、行使
期限までに賛否をご入力ください。
※次頁参照

行使期限
2023年５月18日（木曜日）

午後５時15分

議決権行使等のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。株主総会参考書類をご検討のう

え、議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。
議決権の行使方法については、つぎの３つの方法がございます。

【代理人による議決権行使】
株主様ご本人に代わって、議決権を有する他の株主１名を代理人として株主総会にご出席い

ただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承
ください。

【重複行使の取り扱い】
書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議

決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
また、インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使され

た内容を有効とさせていただきます。
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【インターネットによる議決権行使のご案内】
インターネットにより議決権を行使される場合は、以下の事項をご確認のうえ、ご行使いた

だきますようお願い申しあげます。
（1）議決権行使サイトについて

インターネットによる議決権行使は、パソコン又はスマートフォンから、当社の指定する
議決権行使サイトにアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。
（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止いたします。）
また、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利

用いただくことが必要となります。
スマートフォンでの議決権行使につきましては、同封の議決権行使書副票（右側）に記載

された「ログイン用ＱＲコード」を読み取りいただくことで、ログインいただけます。
ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合せください。
（「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

当社の指定する議決権行使サイト https://evote.tr.mufg.jp/

インターネットによる議決権行使期限 2023年５月18日（木曜日）
午後５時15分

（2）利用環境の制限
インターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご利用の機種によっては、議決権行使

サイトがご利用できない場合がございます。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問
い合わせください。

システム等に関するお問い合せ
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 0120-173-027（受付時間 午前９時～午後９時 通話料無料）

≪機関投資家の皆さまへ≫
当社は、株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加し

ております。
以 上
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事 業 報 告 （2022
2023

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

1 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に対する行動規制緩和
などの政府の各種政策の効果もあり、景気は緩やかに持ち直してきました。しかしながら、
ウクライナ情勢の長期化による原材料の供給不足、資源価格上昇や世界的な金融引締め等を
背景とした急激な円安進行や物価高騰など、景気の先行きは不透明な状況が続きました。
当社グループが属する情報サービス業界では、社会、産業、生活などのあらゆる面におい

て、ＤＸ化やＩｏＴ化の動きが進み、デジタル社会の実現に向けて動きが加速しておりま
す。
このような環境の中で、当社グループは、中期経営計画の初年度として、企業が直面する

ビジネスＤＸ化の課題に対する支援を円滑に行うため、2022年７月に「ビジネスＤＸリー
ディングセンター」を新設し、これまで安川電機ＤＸで培ってきたＤＸ化推進力を活用し、
展開を進めてきました。
ソーシャルＩｏＴ分野において、物流、畜産業界での課題に対して新ソリューション

（MMLogiStation、Milfee）の販売を開始するなど、ＡＩ・ＩｏＴソリューションの拡販に
努め、事業拡大に取り組んでまいりました。
また、サービスビジネスにおいては、ビジネスＤＸとソーシャルＩｏＴとの連携強化や独

自の新たな付加価値サービスを創出するためＩＴカスタマサービスセンター「Smart
Service AQUA」を2022年６月に移転・拡張しました。
その結果、当連結会計年度の業績は、受注高は172億４百万円（前連結会計年度比

21.8%増）、売上高は161億51百万円（同17.7%増）となりました。利益面では、営業利益
９億９百万円（同8.0%増）、経常利益８億36百万円（同15.6%増）となり、さらに、確定
給付年金から確定拠出年金へ制度移換したことに伴う特別利益計上（退職給付制度改定益３
億94百万円）等により、親会社株主に帰属する当期純利益は７億83百万円（同93.9%増）
となり、前年度に比べ増収増益を達成することができました。
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【ビジネスソリューション事業】
当事業では、健康保険者向けシステム構築は前年度に比べ減少しましたが、移動体通信事

業者向け開発は堅調に推移し、ＥＲＰソリューションは当社プライムでのビジネスＤＸ推
進・構築が引き続き好調に推移し増加しました。
その結果、受注高は124億75百万円（前連結会計年度比24.2%増）、売上高は118億99

百万円（同18.8%増）となりました。

【ＩｏＴソリューション事業】
当事業では、遠隔監視などのＦＡシステム開発や文教分野向けインターネット・セキュリ

ティ関連製品は前年度に比べ減少しましたが、畜産分野向け新ソリューションでは海外から
の供給面制約や飼料価格高騰の影響があったものの前年同期に比べ増加し、スマートロジス
ティクス事業についても、需要拡大が続く物流業界への新ソリューション拡販により増加し
ました。
その結果、受注高は47億29百万円（前連結会計年度比15.7%増）、売上高は42億51百万

円（同14.6%増）となりました。

（2）対処すべき課題
今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の規制が緩和され、政府の経済

対策の効果による景気の回復が期待されますが、地政学リスクの高まり、インフレや各国の
金融引締めの影響による世界経済の減速など、依然として景気の先行きは不透明な状況が続
くことが予想されます。
そうした中、当社グループが属する情報サービス業界では、多くの企業の業務で用いられ

ている既存ITシステムの老朽化等の問題（「2025年の崖」の問題）、脱炭素社会の実現や高
齢化と労働力不足といった社会的な問題などの喫緊の課題への対応が求められています。
このような環境において、当社グループは、中期経営計画（2022-2024）の２年目とし

て、「お客様に選ばれるNo.1企業へ」の目標達成を確実なものとして行くため、更なる挑戦
によって事業成長を加速し大きな飛躍を目指して取り組んでまいります。
具体的には、ビジネスソリューション事業において、現行の大規模プロジェクトを確実に

完遂するとともに、特にビジネスＤＸでは、グローバルレベルの推進力と「ビジネスＤＸリ
ーディングセンター」の活用により新規顧客獲得を加速します。
ＩｏＴソリューション事業において、物流、畜産業界向けなどの主要ソリューションの受

注拡大とストック率の向上により、事業の成長エンジン獲得を図ります。
また、サービスビジネスにおいて、ＩＴカスタマサービスセンター「Smart Service
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AQUA」を活用し、ビジネスＤＸやＡＩ・ＩｏＴと連携したサービスモデルの確立とリカ
ーリングビジネスの創出による安定的かつ高収益ビジネスを追求してまいります。
全社一丸となって努めてまいりますので、株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層

のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

（3）設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資の総額は５億72百万円であり、事業拡大を目的とした設備の

新設・移転拡張、開発生産性の向上やコストパフォーマンスの改善を目的とした開発用機器
の導入、社内情報ネットワーク関連、基幹システム構築等に対する設備投資を行いました。

（4）資金調達の状況
上記設備投資の資金につきましては、自己資金を充当しております。

（5）財産および損益の状況の推移
年 度

区 分
2019年度
（第43期）

2020年度
（第44期）

2021年度
(第45期)

2022年度
(第46期[当連結会計年度])

受 注 高（百万円） 13,667 14,349 14,128 17,204

売 上 高（百万円） 13,794 14,481 13,725 16,151

営 業 利 益（百万円） 585 921 842 909

経 常 利 益（百万円） 585 817 723 836
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益（百万円） 378 641 403 783

１株当たり当期純利益（円） 20.88 35.37 22.28 43.19

総 資 産（百万円） 9,521 11,558 10,084 11,645

（注）1 １株当たり当期純利益は、期中の平均株式数に基づき算出しております。
2 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首

から適用しており、2022年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となって
おります。

（6）重要な親会社および子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。



9

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

株式会社 YE DIGITAL Kyushu 20百万円 96.67％ ソ フ ト ウ ェ ア 開 発

YE DIGITAL, Inc. 30万米ドル 100.00％ マーケティングリサーチおよびＩｏＴ製品の販売

（注）特定完全子会社に該当する子会社はありません。

（7）主要な事業内容（2023年２月28日現在）
当社グループは、当社および連結子会社２社で構成され、情報システムの構築・運営、情

報処理ソフトウェアの開発・販売等の情報処理サービスの提供を行っております。
当社グループは、ビジネスシステムの構築やサービスを主体とした「ビジネスソリューシ

ョン事業」、ＩｏＴ、ＡＩ・ビッグデータ分析技術を活用したソリューションや組込・制御
システムの受託開発を主体とした「ＩｏＴソリューション事業」の２事業を展開しておりま
す。
【ビジネスソリューション事業】
・企業向け基幹システム（販売管理／生産管理／購買管理／計数管理等）の構築
・移動体通信事業者向けシステム（携帯電話の加入者管理／計数管理）開発
・健康保険者向けソリューションシステムサービスの提供
・ネットワーク／システム基盤の設計・開発
・アウトソーシングサービス（運用・保守等）
・インターネットサービス（受発注仲介システム等）
・自治体向け情報通信基盤（地域WAN／施設内のＬＡＮ）の構築・運営

【ＩｏＴソリューション事業】
・スマートロジスティクスソリューションの構築
・ＩｏＴ／Ｍ２Ｍソリューションの構築
・ＡＩ・ビッグデータ分析
・医療機器（レントゲン機器／人工透析器等）の制御用ソフトやアプリケーションソフト
の開発

・産業用／公共用の制御系アプリケーションシステム（上下水道の流量・水質管理等）の
構築

・製品組込ソフトの開発
・セキュリティ関連製品（セキュリティ対応型サーバ／セキュリティ関連ソフト等）
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（8）主要拠点等（2023年２月28日現在）
株式会社 YE DIGITAL 本 社 北九州市小倉北区米町二丁目１番２１号

支社･支店 三田オフィス（東京都港区）
新大阪オフィス（大阪市淀川区）

事業所等 新百合ヶ丘オフィス（川崎市麻生区）
Smart Service AQUA（北九州市小倉北区）

株式会社 YE DIGITAL Kyushu 本 社 北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号
アジア太平洋インポートマート６階

YE DIGITAL, Inc. 本 社 アメリカ カリフォルニア州

（9）従業員の状況（2023年２月28日現在）
従業員数（前期末比増減）

６５０名（３７名増）

（注）従業員数は、当社グループ（当社および連結子会社）から当社グループ外への出向者を除き、
当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員であります。

（10）主要な借入先（2023年２月28日現在）
当連結会計年度の所要資金は自己資金を充当しました。
なお、当連結会計年度末における借入金残高はありません。
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2 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 64,000,000株

（2）発行済株式総数 18,135,445株
（自己株式355株を除く。）

（3）株主数 10,548名
（前期比464名減）

（4）大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

株 式 会 社 安 川 電 機 6,940 38.27

Ｙ Ｅ Ｄ Ｉ Ｇ Ｉ Ｔ Ａ Ｌ 従 業 員 持 株 会 992 5.47

ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ 386 2.13

株 式 会 社 福 岡 銀 行 260 1.43

ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 238 1.32

ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 95 0.53

田 中 和 代 92 0.51

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 81 0.45

富 山 秀 隆 75 0.42

野 村 證 券 株 式 会 社 66 0.37

（注）1 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2 持株比率は、自己株式355株を控除して計算しております。
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3 会社の新株予約権等に関する事項
（1）当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
（2023年２月28日現在）
名 称 第 １ 回

新株予約権
第 ２ 回
新株予約権

第 ３ 回
新株予約権

第 ４ 回
新株予約権

発行決議日 2017年６月13日 2018年５月25日 2019年５月24日 2020年５月22日
保有者数および新株予約権の数
当社取締役（社外取締役を除く） 3名 243個 3名 350個 3名 375個 3名 700個
当社社外取締役 － － 1名 58個 2名 48個 2名 90個
当社監査役（社外監査役を除く） － － － － 1名 24個 1名 45個

目的である株式の種類および数 普通株式
24,300株

普通株式
40,800株

普通株式
44,700株

普通株式
83,500株

新株予約権の払込金額 １株当たり
684円

１株当たり
552円

１株当たり
276円

１株当たり
506円

新株予約権の行使価額 １株当たり１円 １株当たり１円 １株当たり１円 １株当たり１円

新株予約権の行使期間 2017年６月15日から
2057年６月14日まで

2018年５月29日から
2048年５月28日まで

2019年５月28日から
2049年５月27日まで

2020年５月26日から
2050年５月25日まで

新株予約権の行使条件 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役および監査役又
は使用人のいずれの地位も喪失した日の翌日から５年以内に限り、新株予約権を
一括してのみ行使することができるものとする。

名 称 第 ５ 回
新株予約権

第 ６ 回
新株予約権 － －

発行決議日 2021年５月21日 2022年５月20日 － －
保有者数および新株予約権の数
当社取締役（社外取締役を除く） 3名 1,186個 3名 893個 － － － －
当社社外取締役 2名 150個 2名 96個 － － － －
当社監査役（社外監査役を除く） － － － － － － － －

目的である株式の種類および数 普通株式
133,600株

普通株式
98,900株 － －

新株予約権の払込金額 １株当たり
542円

１株当たり
349円 － －

新株予約権の行使価額 １株当たり１円 １株当たり１円 － －
新株予約権の行使期間 2021年５月25日から

2051年５月24日まで
2022年５月24日から
2052年５月23日まで － －

新株予約権の行使条件 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役および監査役又
は使用人のいずれの地位も喪失した日の翌日から５年以内に限り、新株予約権を
一括してのみ行使することができるものとする。

（注）1 当社監査役（社外監査役含む）には新株予約権は付与しておりません。
なお、監査役が保有している新株予約権は、使用人として在籍中に付与されたものです。

2 第１回新株予約権は、当社社外取締役には新株予約権は付与しておりません。
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（2）当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権の状況
2022年５月20日開催の取締役会決議による新株予約権
名 称 第６回新株予約権

交付者数 当社執行役員 ５名
新株予約権の数 338個
目的である株式の種類および数 普通株式 33,800株
新株予約権の払込金額 １株当たり349円
新株予約権の行使価額 １株当たり１円
新株予約権の行使期間 2022年５月24日から2052年５月23日まで
新株予約権の行使条件 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役および監査役又は

使用人のいずれかの地位も喪失した日の翌日から５年以内に限り、新株予約権を一
括してのみ行使することができるものとする。

（注）上記の執行役員には、取締役兼務者は含んでおりません。

4 会社役員に関する事項
（1）取締役および監査役（2023年２月28日現在）

地 位 氏 名 担 当 ま た は 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役会長 遠 藤 直 人

代表取締役社長 玉 井 裕 治

取 締 役
常 務 執 行 役 員 久 野 弘 道 管理統括

管理本部長

取 締 役 野 口 雄 志 グリットコンサルティング合同会社 代表
株式会社グリッターフレンズ 代表取締役

取 締 役 下 池 正一郎 株式会社安川電機 執行役員 ICT戦略推進室長

取 締 役 三 浦 正 道 三浦・奥田・杉原法律事務所 パートナー

監 査 役 （常 勤） 城 山 忠 毅

監 査 役 大 串 秀 文 西部電機株式会社 常勤監査役

監 査 役 相 良 陽 一 株式会社安川電機 監査部長
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（注）1 2022年５月20日開催の第45回定時株主総会において、相良陽一氏が監査役に新たに選任され、就任
いたしました。

2 2022年５月20日開催の第45回定時株主総会終結の時をもって、監査役平山雅之氏は任期満了により
退任いたしました。

3 取締役野口雄志氏、取締役下池正一郎氏および取締役三浦正道氏は、社外取締役であります。
4 監査役大串秀文氏および監査役相良陽一氏は、社外監査役であります。
5 当社は取締役野口雄志氏、取締役三浦正道氏および監査役大串秀文氏を東京証券取引所の定めに基づ

く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
6 2023年３月１日付で次のとおり異動がありました。
地 位 氏 名 担 当 ま た は 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役
常 務 執 行 役 員 久 野 弘 道 管理統括

（ご参考） 当社では執行役員制度を導入しております。2023年３月１日現在の取締役を兼務しない執行役員は
次のとおりです。

地 位 氏 名 担 当 ま た は 重 要 な 兼 職 の 状 況

常 務 執 行 役 員 石 田 聡 子 品質・業務改革本部長

常 務 執 行 役 員 大久保 誠 二 ビジネス事業統括
ビジネスシステム本部長

執 行 役 員 竹 原 正 治 株式会社アイキューブデジタル 代表取締役社長

執 行 役 員 田 原 圭一郎 マーケティング本部長

執 行 役 員 本 松 隆 之 管理本部長

（2）責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
その契約の内容の概要はつぎのとおりであります。
当社の社外取締役および社外監査役は、会社法第423条第１項の責任について、その職務

を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１項に定める
最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
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（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しており、被保険者である役員（社外役員を除く）がその職務の執行に関して責任を
負うことまたは当該責任追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填
されます。
当該保険契約の被保険者は、社外役員を除く取締役および監査役であり、保険料につきま

しては、当社が95％、被保険者が５％を負担しております。2023年９月の次回更新時には
同内容での更新を予定しております。

（4）取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 人 数
報酬等

総額 基本報酬 非金銭報酬等
取 締 役

（うち社外取締役）
６

（３
名
名）

155,321
（15,230

千円
千円）

120,805
（11,880

千円
千円）

34,516
（3,350

千円
千円）

監 査 役
（うち社外監査役）

４
（３

名
名）

21,780
（4,230

千円
千円）

21,780
（4,230

千円
千円） －

計
（うち社外役員）

１０
（６

名
名）

177,101
（19,460

千円
千円）

142,585
（16,110

千円
千円）

34,516
（3,350

千円
千円）

（注）1 上記には、2022年５月20日開催の第45回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役１名を
含んでおります。

2 監査役（社外監査役含む）への非金銭報酬等の支給はありません。
3 取締役の報酬額は、基本報酬については2022年５月20日開催の第45回定時株主総会において、年額

200百万円以内（うち社外取締役分は20百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を除
く。）と決議いただいております。上記の取締役の報酬限度額の定めに係る取締役の員数は、６名（う
ち社外取締役３名）であります。また、基本報酬枠とは別枠で、2022年５月20日開催の第45回定時
株主総会において、年額200百万円以内（うち社外取締役分は20百万円以内、使用人兼務取締役の使
用人分給与相当額は除く。）、新株予約権の個数を2,500個以内（うち社外取締役分は250個以内）と
することを決議いただいております。上記の新株予約権に関する報酬に係る取締役の員数は、５名
（うち社外取締役２名）であります。

4 監査役の報酬額は、基本報酬については2022年５月20日開催の第45回定時株主総会において、年額
50百万円以内と決議いただいております。上記の監査役の報酬限度額の定めに係る監査役の員数は、
３名（うち社外監査役２名）であります。
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<報酬等に関する事項>
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

当社は、2021年２月26日付取締役会の決議において、取締役の個人別の報酬等の内容
に係る決定方針を決議しております。
また、当社においては、取締役会の委任決議に基づき、当社全体の業績を俯瞰している

代表取締役社長である玉井裕治氏が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しており
ます。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定

方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること
を確認したため、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

ⅰ．基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機

能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職
責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および非金銭報酬等により構

成しております。
ⅱ．基本報酬

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社
の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしており
ます。

ⅲ．非金銭報酬等
非金銭報酬等は、行使価格を１株当たり１円とする株式報酬型ストック・オプションに

つき、役職位に応じて決定した個数を取締役会決議後、一定の時期に付与し、権利行使の
条件として当社の取締役および監査役又は使用人のいずれの地位も喪失した日の翌日から
５年以内に行使することとしております。

ⅳ．基本報酬または非金銭報酬等の取締役の個人別の報酬等に対する割合
基本報酬と非金銭報酬等の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・

業態に属する企業の報酬水準、当社の業績、従業員給与の水準を踏まえ、株主利益と連動
し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、取締役の
個人別の報酬等の内容を決定することとしております。

② ①に関する事項
個人別の報酬額については、基本報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社

長がその具体的内容について委任をうけ、各取締役の基本報酬の額を決定しております。
また、株式報酬型ストック・オプションについては、株主総会決議に基づいた報酬等の額、
新株予約権の付与総数の範囲内において、取締役会決議を受けた支給内規にもとづき、各
取締役の新株予約権の割当個数を算定し、取締役会で決議することとしております。

（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

社外取締役下池正一郎氏および社外監査役相良陽一氏の重要な兼職先である株式会社安
川電機は、当社株式の38.27％を保有しており、当社は同社の情報処理業務を受託してい
るほか、同社の製品に組み込まれるソフトウェア等を受託開発しております。
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社外取締役野口雄志氏の重要な兼職先であるグリットコンサルティング合同会社ならび
に株式会社グリッターフレンズと当社との間には特別の関係はありません。
社外取締役三浦正道氏の重要な兼職先である三浦・奥田・杉原法律事務所と当社との間

には特別の関係はありません。
社外監査役大串秀文氏の重要な兼職先である西部電機株式会社と当社との間には特別の

関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 出席状況、発言状況および社外取締役に

期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 野 口 雄 志

当事業年度に開催した12回の取締役会の全てに出席し、企業経営お
よび人材開発等に関する幅広い見識から、経営全般に対する意見や
指摘等、議案・審議に必要な発言を適宜行っており、当社経営の重
要事項の決定および業務執行の監督等のための重要な役割を果たし
ております。

取 締 役 下 池 正一郎

当事業年度に開催した12回の取締役会の全てに出席し、ＩＴ・ＤＸ
戦略および人材開発等に関する幅広い見識から、経営全般に対する
意見や指摘等、議案・審議に必要な発言を適宜行っており、当社経
営の重要事項の決定および業務執行の監督等のための重要な役割を
果たしております。

取 締 役 三 浦 正 道

当事業年度に開催した12回の取締役会のうち11回に出席し、法律
家としての専門知識と幅広い見識から、経営全般に対する意見や指
摘等、議案・審議に必要な発言を適宜行っており、当社経営の重要
事項の決定および業務執行の監督等のための重要な役割を果たして
おります。

監 査 役 大 串 秀 文

当事業年度に開催した12回の取締役会のうち11回に出席し、議
案・審議等に必要な発言を適宜行っております。
また、当事業年度に開催した13回の監査役会のうち12回に出席し、
社外での経験や専門性を活かし、監査結果についての意見交換や監
査に関する重要事項の協議等を行っております。

監 査 役 相 良 陽 一

2022年５月20日開催の第45回定時株主総会で選任された後、当事
業年度に開催した10回の取締役会のうち９回に出席し、議案・審議
等に必要な発言を適宜行っております。
また、2022年５月20日開催の第45回定時株主総会で選任された
後、当事業年度に開催した10回の監査役会のうち９回に出席し、社
外での経験や専門性を活かし、監査結果についての意見交換や監査
に関する重要事項の協議等を行っております。

（注）1 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第27条の規定に基づき、取締役会
決議があったものとみなす書面決議が１回ありました。

2 当社では、取締役会に出席できない社外役員に対しても、事前の資料配布や審議事項に関する意見聴
取により、取締役会での決議・報告事項に関与できる環境を整えております。
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5 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 39,948千円

② 当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額 39,948千円

（注）1 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計
画における監査時間および監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の
見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行ってお
ります。

2 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬の額を区分しておりませんので、上記①の報酬等の額には金融商品取引法に基づく監査の報酬
等の額を含めております。

（3）非監査業務の内容
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の業務は委託

しておりません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める職務義務違反・任務懈怠等の項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任しま
す。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会

計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
上記の場合のほか、会計監査人が適正な職務遂行が困難と認められた場合は、監査役会が

その決議に基づき、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案します。
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6 業務の適正を確保するための体制およびその運用状況
当社が業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）として取締役会において決

議し、定めております。
その概要と運用状況は以下のとおりであります。

（１）内部統制システムの概要
① 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ⅰ. 取締役会は、法令、定款および取締役会規程に定める決定事項の審議・決定や報告
事項の報告を通じて、取締役が法令および定款その他社内規程に適合した職務執行を
行うことを管理・監督する。

ⅱ. コンプライアンス行動規準を制定し、取締役および従業員が法令・定款および社会
規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。

ⅲ. コンプライアンス推進委員会で、全社的なコンプライアンス活動の推進および全社
的な問題への対応を検討・決定し、各本部長は各部門のコンプライアンス担当となり
部門内のコンプライアンス活動の推進および問題への対応を図る。

ⅳ. 取締役および従業員に対して、法令および定款その他社内規程に適合した職務執行
がなされるように必要な研修を実施する。また、当社での重大な不祥事、事故が発生
した場合には再発防止のために、速やかに研修を実施するとともに、社内電子掲示板
や社内報等で啓蒙を図る。

ⅴ. 社内通報制度を制定し、当社におけるコンプライアンスの問題を認知し、対応でき
るシステムを整備する。また、通報者の匿名性、権利保護を図るため社内通報窓口を
外部専門機関に委託する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
ⅰ. 当社は、株主総会、取締役会、監査役会その他全社会議体の資料および議事録、事
業報告、計算書類、附属明細書および監査報告書等の法令や定款で作成・保管が義務
づけられているものや決裁申請書等の会社の重要な意思決定、重要な職務執行に関す
るものについて、法令、定款および文書管理規程に従い文書または電磁的媒体にて作
成し、保存する。

ⅱ. 前記の文書以外の文書についても、その重要度に応じて、保管期間、管理方法等を
文書管理規程で定めるものとする。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ. コンプライアンス、情報セキュリティ、品質、輸出管理、知的財産権、災害等のリ
スクについては、それぞれの対応部署（事務局）で必要があると認めるときには規程
の制定、研修の実施、マニュアル等の作成・開示を行う。また、重大な損害を与える
おそれのある場合には、当該対応部署（事務局）は速やかに代表取締役社長および経
営会議へ報告する。

ⅱ. 取締役および従業員に対してリスク管理・対応のための必要な研修を実施する。ま
た、当社での重大な不祥事、事故が発生したもしくは発生するおそれがある場合には
速やかに再発防止もしくは予防のための研修を実施するとともに、社内電子掲示板や
社内報等で啓蒙を図る。

ⅲ. 大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合は、代表取締役社長を対策本部長と
し、各本部長と必要な人員で構成される危機管理対策本部を設置するなど危機対応の
ための組織を整備する。また、事前に危機対応マニュアルを整備し、危機発生時に迅
速な対応を図る。

ⅳ. 財務報告の信頼性を確保する観点から、財務報告に係る内部統制の整備・運用を推
進する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ. 変化の激しい経営環境に対し、機敏な対応を図るため執行役員制度を導入し、経営
の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの機能を高め、経営および業務執行の
スピードアップを図る体制を構築する。

ⅱ. Quarterly Business Review（QBR）において、経営目標を達成するための各事業
の具体的方策を検討・決定する。

ⅲ. 経営会議において、月次の予算・実績管理および経営、事業における重要事項につ
いて多面的かつ組織横断的に検討・決定する。

ⅳ. 取締役会において、法令・定款に定める事項その他経営に関する重要事項について
審議・決定し、取締役の職務執行が効率的に行われていることを管理・監督する。

⑤ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ. 子会社において経営上重要事項を決定する場合には、当社および子会社の社内規程
に基づき当社の事前承認を得るとともに、業務上重要な事項が発生した場合は、都度、
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当社に報告が行われる体制を構築する。
ⅱ. 子会社の経営目標については、連結経営の視点から必要に応じて当社の経営会議等
の全社会議にて検討・決定する。また、子会社の業績については定期的に当社へ報告
が行われ、必要な助言、支援等を行う。

ⅲ. 当社の管理部門その他関係部門が、子会社のコンプライアンス活動やリスク管理に
ついて、必要な助言、支援等を行う。また、子会社で事故、災害、不祥事等が発生し
た場合には、危機対応のための助言、支援等を行う。

ⅳ. 当社は、子会社を管理する担当役員を置くとともに、当社の取締役および従業員が
子会社の取締役または監査役に就任し、子会社と協議、情報交換、必要な助言、支援
等を行うことにより、当社グループ全体における業務の適正、効率性の向上を図る。

ⅴ. 当社は、子会社を含めグループ全体のリスク管理体制の構築・維持を図るとともに、
規程の制定、研修の実施、マニュアル等の作成など、当社に準じ、コンプライアンス
体制の構築・運用を行う。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
ⅰ. 監査役は、企画部、経理部の従業員に監査業務に必要な事項を依頼することができ
る。

ⅱ. 監査役により監査業務に必要な依頼を受けた従業員はその依頼に関して、取締役、
部門長等の指揮命令や不当な制約を受けないものとする。

ⅲ. 監査役の職務を補助するため、監査室長は監査役担当を兼任し、監査役の指示によ
る調査権限を認める。なお、監査役担当としての職務遂行にあたっては専ら監査役の
指示に従う。また、監査役担当の人事に関する事項の決定にあたっては、監査役の同
意を得る。

⑦ 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する
体制
ⅰ. 当社の取締役および従業員は当社の監査役に対して、取締役会、経営会議その他主
要社内会議等を通じて、毎月の経営状況、内部統制システムの構築・運用状況、内部
統制に関わる部門の活動状況、重要書類の内容、会社に著しい損害を及ぼすおそれが
ある事項、リスク管理に関する重要事項等の報告を行う。
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ⅱ. 子会社の取締役、監査役および従業員は当社の監査役に対して、グループ監査やそ
の他必要に応じ、経営状況、内部統制システムの構築・運用状況、内部統制に関わる
部門の活動状況、重要書類の内容、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事項、リ
スク管理に関する重要事項等の報告を行う。

ⅲ. 特に当社の監査役への個別の説明等が必要な場合は、当社および子会社の代表取締
役社長、取締役および従業員から内容報告、もしくは監査役から当社および子会社の
代表取締役社長、取締役および従業員へ内容を聴取できる体制を構築する。

ⅳ. 当社および子会社の内部監査実施状況や社内通報窓口への通報状況・通報内容につ
いては、担当者から速やかに当社の監査役へ報告する。

ⅴ. 社内通報制度における通報者と同様に、当社の監査役への報告や説明をしたことを
理由としていかなる不利益も課さない。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ. 監査役と当社の代表取締役社長との間で、定期的に、情報および意見交換を行い、
監査役監査の環境整備に努める。

ⅱ. 監査役は、監査室と緊密な連携を保ち、必要があると認めるときには監査室に調査
や追加監査の実施を求める。

ⅲ. 監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見および情報交換を行い、必要が
あると認めるときは会計監査人に報告を求める。

ⅳ. 監査役の職務の執行について生じる費用または債務については、請求により会社は
速やかに支払いまたは処理を行う。

（２）内部統制システムの運用状況
取締役会は毎月開催し、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の管理・監督機能

を高めるため取締役会における審議の充実に努めております。
コンプライアンス、リスク管理、財務報告に係る内部統制については、各々の会議体を

定期的に開催するとともに、それぞれの対応部署で適宜、運用上見いだされた問題点等の
是正・改善、関係者への研修を適宜行い、適切な内部統制システムの構築・運用に努めて
おります。
子会社については、当社の管理担当役員が子会社管理担当となり、「関係会社管理規程」

に基づき管理を行うとともに、当社の取締役および従業員が子会社の取締役または監査役
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に就任し、子会社の取締役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜発言を行い、子
会社の適正な業務運営の管理・監督を行っております。
監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、監査の実効

性を高めるため、企画部、経理部の従業員による補助、取締役や使用人からの報告、取締
役や使用人に対する聴取が円滑に行われるような取り組みを行っており、監査役会は、監
査室（内部監査）や会計監査人と、各々の監査の役割・機能の実効性をあげるため緊密な
連携をとっております。
内部監査については、社長直属の専任である内部監査担当１名他兼務の内部監査担当

１名が、毎年、重点監査テーマを定め、監査実施計画を策定のうえ、社内の全部門を対象
に書面監査や実地監査を実施しています。

7 会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針に

ついては、特に定めておりません。

（注）本事業報告中の記載数字は、金額については表示単位未満の端数を切り捨て、比率については四捨五入
しております。
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連結貸借対照表 （2023年２月28日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 8,367,483 流 動 負 債 4,480,845
現 金 及 び 預 金 2,635,055 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,448,727
売 掛 金 3,468,079 未 払 費 用 1,549,448
契 約 資 産 1,510,826 契 約 負 債 736,601
電 子 記 録 債 権 102,221 未 払 法 人 税 等 322,935
商 品 及 び 製 品 6,335 役 員 賞 与 引 当 金 25,900
仕 掛 品 208,420 受 注 損 失 引 当 金 52,080
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 13,315 そ の 他 345,152
そ の 他 430,681
貸 倒 引 当 金 △7,452

固 定 資 産 3,278,163 固 定 負 債 2,119,944
有 形 固 定 資 産 1,019,242 退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,901,869
建 物 及 び 構 築 物 848,300 資 産 除 去 債 務 212,374
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 682 そ の 他 5,700
そ の 他 170,260

負 債 合 計 6,600,789
無 形 固 定 資 産 323,338 （純 資 産 の 部）
ソ フ ト ウ エ ア 309,859 株 主 資 本 5,150,512
そ の 他 13,478 資 本 金 705,667
投 資 そ の 他 の 資 産 1,935,582 資 本 剰 余 金 359,667
投 資 有 価 証 券 32,073 利 益 剰 余 金 4,085,298
退 職 給 付 に 係 る 資 産 322,923 自 己 株 式 △119
繰 延 税 金 資 産 1,208,673 その他の包括利益累計額 △398,206
そ の 他 371,912 その他有価証券評価差額金 8,250

為 替 換 算 調 整 勘 定 3,176
退職給付に係る調整累計額 △409,633
新 株 予 約 権 279,835
非 支 配 株 主 持 分 12,715
純 資 産 合 計 5,044,858

資 産 合 計 11,645,647 負 債 純 資 産 合 計 11,645,647
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書（2022
2023

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 16,151,052
売 上 原 価 11,763,980

売 上 総 利 益 4,387,071
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,477,076

営 業 利 益 909,994
営 業 外 収 益

受 取 利 息 579
受 取 配 当 金 500
保 険 解 約 返 戻 金 4,144
保 険 事 務 手 数 料 1,478
雇 用 助 成 金 ・ 奨 励 金 135
為 替 差 益 7,204
未 払 配 当 金 除 斥 益 621
そ の 他 1,160 15,825

営 業 外 費 用
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 81,140
売 上 債 権 売 却 損 1,075
保 険 解 約 損 711
そ の 他 6,305 89,233

経 常 利 益 836,586
特 別 利 益

退 職 給 付 制 度 改 定 益 394,078 394,078
特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 2,784
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 580 3,365

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,227,299
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 435,199
法 人 税 等 調 整 額 945 436,145
当 期 純 利 益 791,153
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 7,972
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 783,181

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書（2022
2023

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当 期 首 残 高 702,721 356,721 3,377,448 △119 4,436,771
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 105,980 105,980

会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高 702,721 356,721 3,483,428 △119 4,542,752
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 2,945 2,945 5,891
剰 余 金 の 配 当 △181,311 △181,311
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 783,181 783,181
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 2,945 2,945 601,869 － 607,760
当 期 末 残 高 705,667 359,667 4,085,298 △119 5,150,512

その他の包括利益累計額
新株予約権 非 支 配

株主持分 純資産合計そ の 他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る

調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 9,029 △208 △ 97,177 △ 88,356 239,622 11,843 4,599,881
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 105,980

会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高 9,029 △208 △ 97,177 △ 88,356 239,622 11,843 4,705,861
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 5,891
剰 余 金 の 配 当 △181,311
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 783,181
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △779 3,385 △312,456 △309,850 40,213 872 △268,764

当 期 変 動 額 合 計 △779 3,385 △312,456 △309,850 40,213 872 338,996
当 期 末 残 高 8,250 3,176 △409,633 △398,206 279,835 12,715 5,044,858
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表
＜連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等に関する注記＞
1 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ２社
連結子会社名
㈱ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ Ｋｙｕｓｈｕ
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ，Ｉｎｃ．

2 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社数 １社

持分法を適用した関連会社名
㈱アイキューブデジタル

3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ，Ｉｎｃ．の決算日は12月31日でありますが、決算日の差異が３

ヶ月を超えていないため、本連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用しております。
なお、連結決算日との差異期間における重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

②棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産
（イ）評価基準 … 原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
（ロ）評価方法

商 品 及 び 製 品：移動平均法
仕 掛 品：個別法
原材料及び貯蔵品：移動平均法
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く） … 定率法

但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取
得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

②無形固定資産（リース資産を除く） … 定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法、市場

販売目的のソフトウエアについては、見込販売数量に基づく償却額と見込販売可能期間（原則３年）に基
づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を償却する方法を採用しております。

③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

… リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法
（3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②受注損失引当金

受注制作のソフトウエア等に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注制作のソフ
トウエア等のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる案件につい
て、損失見込額を計上しております。

③役員賞与引当金
連結子会社については、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度における支給

見込額に基づき計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
顧客との契約については、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で履行義務を充足した

ものと判断し財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社グループが行う事業には、顧客との契約に基づき識別した履行義務として、受注制作のソフトウエ

ア開発、サービス等の役務提供、情報機器等の販売などが含まれており、それぞれ下記の時点で履行義務
を充足したものと判断し、収益を認識しております。
なお、履行義務の対価につきましては、顧客との契約に基づき履行義務を完全に充足してから概ね１年

以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
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（受注制作のソフトウエア開発）
受注制作のソフトウエア開発は、顧客からの個々の要求に応じシステムの要件定義、設計、開発及び運

用テスト等を実施するものであり、これにより生じた資産は開発が進むにつれて顧客に支配が移転してい
るものと考えられることから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係
る進捗度に基づき収益を認識しております。
履行義務の充足に係る進捗度の測定は、見積総原価に対する当連結会計年度末までの実際発生原価の割

合に基づいて行っております。

（サービス等の役務提供）
サービス等の役務提供は、一定期間にわたりサービスが提供されるにつれて顧客が便益を享受すること

から、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を
認識しております。

（情報機器等の販売）
情報機器等の販売は、顧客への商品の引き渡しが完了し、検収を受けた時点で支配が顧客に移転したと

判断し、収益を認識しております。

契約の中にソフトウエア開発・保守サービスなど複数の財又はサービスの提供が含まれており、契約の
対価を配分する必要がある場合には、各履行義務についての独立販売価格を見積り、取引価格を配分して
おります。

（5）退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分した額を費用処理

しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
③小規模企業等における簡便法の採用

連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職一時金制度については、退職給付
に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度については、直近の年金財政計算上の数
理債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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＜会計方針の変更に関する注記＞
1 収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、受注制作のソフトウエアに関して、従来、進捗部分について成果の確実性が認められる契約

については工事進行基準を、そのほかの契約については工事完成基準を適用しておりましたが、履行義務を
充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進
捗度は、見積総原価に対する当連結会計年度末までの実際発生原価の割合に基づき算出しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従

っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会
計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高は

105,980千円増加しております。なお、１株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」
の「その他」に表示していた「前受金」及び「固定負債」に表示していた「長期前受金」は、当連結会計年
度より「流動負債」の「契約負債」に含めて表示することといたしました。

2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と

いう。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当該変更による連結計
算書類に与える影響はありません。また、＜金融商品に関する注記＞において、金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。
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＜会計上の見積りに関する注記＞
履行義務の充足に係る進捗度に基づき一定の期間にわたり認識する収益
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

売上高 7,670,129千円
（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当社グループは受注制作のソフトウエアのうち、当連結会計年度末までの進捗部分について履行義務
の充足が認められる契約について、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を
認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度は、見積総原価に対する当連結会計年度末まで
の実際発生原価の割合に基づき算出しております。
原価総額の見積りは、主にソフトウエア開発人員の人件費や外注費等の積算でありますが、当該見積

りに用いられる主要な仮定は開発人員の作業に伴い発生が見込まれる工数であり、各プロジェクトの規
模及び複雑性を勘案して、専門的な知識と経験に基づいて見積っております。
なお、開発途中での仕様変更や、想定していなかった事象の発生などにより工数の見直しが発生し、

進捗度が変動した場合には、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

＜表示方法の変更に関する注記＞
（連結貸借対照表）
前連結会計年度において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「受注損失引当金」は、金

額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「受注損失引当金」は2,460千円であります。

＜連結貸借対照表に関する注記＞
有形固定資産の減価償却累計額 491,479千円

＜連結株主資本等変動計算書に関する注記＞
1 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 18,135,800株
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2 剰余金の配当に関する事項
（1）配当金支払額

①2022年５月20日定時株主総会において、次のとおり決議しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 90,634千円
１株当たりの配当額 5円
基準日 2022年２月28日
効力発生日 2022年５月23日

②2022年９月29日取締役会において、次のとおり決議しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 90,677千円
１株当たりの配当額 5円
基準日 2022年８月31日
効力発生日 2022年11月４日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2023年５月19日定時株主総会において、次の議案を付議する予定であります。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 90,677千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たりの配当額 5円
基準日 2023年２月28日
効力発生日 2023年５月22日

3 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間が到来しているもの）の目的となる株式の数
（1）2017年６月13日開催の取締役会決議によるストックオプション

普通株式 41,500株
（2）2018年５月25日開催の取締役会決議によるストックオプション

普通株式 64,100株
（3）2019年５月24日開催の取締役会決議によるストックオプション

普通株式 59,200株
（4）2020年５月22日開催の取締役会決議によるストックオプション

普通株式 110,600株
（5）2021年５月21日開催の取締役会決議によるストックオプション

普通株式 179,800株
（6）2022年５月20日開催の取締役会決議によるストックオプション

普通株式 132,700株
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＜金融商品に関する注記＞
1 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しております。なお、資金調達は行っており
ません。
売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理基準に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価

証券はすべて株式であり、これらについては四半期ごとに時価の把握を行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項
2023年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。
（単位：千円）

連結貸借対照表
計上額 時価 差額

投資有価証券

その他有価証券（※２） 10,072 10,072 －

（※１）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額
に近似するものであることから、記載を省略しています。また、「売掛金」、「電子記録債権」、「支払
手形及び買掛金」、「未払費用」は、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものである
ことから記載を省略しております。

（※２）市場価格のない株式等は「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表
計上額は以下のとおりです。

（単位：千円）
区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 22,001

合計 22,001

3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券 10,072 － － 10,072

資産計 10,072 － － 10,072

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。

＜収益認識に関する注記＞
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
ビジネス

ソリューション事業
ＩｏＴ

ソリューション事業 合計

一時点で移転される財
又はサービス 448,851 1,616,651 2,065,503

一定期間にわたり移転される財
又はサービス 11,450,216 2,635,332 14,085,549

顧客との契約から生じる収益 11,899,068 4,251,983 16,151,052

外部顧客への売上高 11,899,068 4,251,983 16,151,052

2 収益を理解するための基礎となる情報
「４ 会計方針に関する事項 (4)収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため省略してお

ります。
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3 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 2,473,914

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 3,468,079

契約資産（期首残高） 1,337,302

契約資産（期末残高） 1,510,826

契約負債（期首残高） 820,979

契約負債（期末残高） 736,601
契約資産は、主として一定の期間にわたり履行義務が充足される契約において、収益を認識しましたが、未

請求の作業に係る対価に関連するものであります。契約資産は、支払に対する権利が無条件になり、請求した
時点で債権に振り替えられます。
契約負債は、主として一定の期間にわたり履行義務が充足される契約において、顧客から受領した前受金に

関するものであります。
なお、当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は161,654千円

であります。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

当連結会計年度

１年以内 5,329,117

１年超 880,978

合計 6,210,095
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＜１株当たり情報に関する注記＞
1 １株当たり純資産額 262円05銭

2 １株当たり当期純利益 43円19銭

（注）＜会計方針の変更に関する注記＞に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号
2020年３月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っております。なお、当連結会計年度の１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益に及ぼす影
響は軽微であります。

＜資産除去債務に関する注記＞
1 資産除去債務の概要

本社及び事業所について、建物所有者との間で不動産賃借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回
復する義務を有しているため、契約及び法令上の義務に関して資産除去債務を計上しております。

2 資産除去債務の金額の算定方法
資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は10年から18年、割引率は0.034～0.760％を採用してお

ります。

3 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 147,200千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 66,181千円
時の経過による調整額 576千円
資産除去債務の履行による減少額 △1,583千円
期末残高 212,374千円

＜重要な後発事象に関する注記＞
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2023年４月13日
株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ
取 締 役 会 御中

EY新日本有限責任監査法人
福 岡 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 嵯 峨 貴 弘

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 中 澤 直 規

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの2022年３月１日から2023年２月

28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ

とが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうか

を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての

判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して
責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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貸 借 対 照 表 （2023年２月28日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 7,622,504 流 動 負 債 3,934,225
現 金 及 び 預 金 2,249,048 買 掛 金 1,453,845
売 掛 金 3,217,496 未 払 金 141,205
契 約 資 産 1,409,893 未 払 費 用 1,235,570
電 子 記 録 債 権 102,221 未 払 法 人 税 等 216,939
商 品 6,335 未 払 消 費 税 等 126,866
仕 掛 品 177,687 契 約 負 債 679,997
貯 蔵 品 13,315 預 り 金 27,720
前 渡 金 175,976 受 注 損 失 引 当 金 52,080
前 払 費 用 116,840
そ の 他 187,325
貸 倒 引 当 金 △33,637 固 定 負 債 2,068,779

退 職 給 付 引 当 金 1,863,125
資 産 除 去 債 務 205,654

固 定 資 産 3,512,540
有 形 固 定 資 産 981,009
建 物 814,817
機 械 及 び 装 置 682 負 債 合 計 6,003,005
工 具、 器 具 及 び 備 品 165,509 （純 資 産 の 部）

株 主 資 本 4,843,954
無 形 固 定 資 産 336,453 資 本 金 705,667
ソ フ ト ウ エ ア 279,838 資 本 剰 余 金 359,667
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 43,721 資 本 準 備 金 359,667
そ の 他 12,894 利 益 剰 余 金 3,778,740
投 資 そ の 他 の 資 産 2,195,077 利 益 準 備 金 70,790
投 資 有 価 証 券 26,073 そ の 他 利 益 剰 余 金 3,707,950
関 係 会 社 株 式 53,604 別 途 積 立 金 925,055
長 期 前 払 費 用 591 繰 越 利 益 剰 余 金 2,782,894
前 払 年 金 費 用 934,710 自 己 株 式 △119
繰 延 税 金 資 産 898,617 評価・換算差額等 8,250
敷 金 265,635 その他有価証券評価差額金 8,250
そ の 他 15,845 新 株 予 約 権 279,835

純 資 産 合 計 5,132,040
資 産 合 計 11,135,045 負 債 純 資 産 合 計 11,135,045

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書（2022
2023

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 14,951,139
売 上 原 価 11,282,456

売 上 総 利 益 3,668,683
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,142,403

営 業 利 益 526,279
営 業 外 収 益

受 取 利 息 575
受 取 配 当 金 206,400
為 替 差 益 7,204
そ の 他 1,769 215,950

営 業 外 費 用
固 定 資 産 除 却 損 3,123
売 上 債 権 売 却 損 1,075
消 費 税 等 差 額 2,667
そ の 他 514 7,381
経 常 利 益 734,848

特 別 利 益
退 職 給 付 制 度 改 定 益 394,078
そ の 他 847 394,925

特 別 損 失
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 580
投 資 有 価 証 券 評 価 損 2,784
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 28,338
関 係 会 社 株 式 評 価 損 278,746 310,450
税 引 前 当 期 純 利 益 819,324
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 278,464
法 人 税 等 調 整 額 14,789 293,254
当 期 純 利 益 526,070

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書（2022
2023

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 702,721 356,721 356,721
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高 702,721 356,721 356,721
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 2,945 2,945 2,945
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 2,945 2,945 2,945
当 期 末 残 高 705,667 359,667 359,667

（単位：千円）
株 主 資 本

利 益 剰 余 金
自 己
株 式

株主資本
合 計利益

準備金
その他利益剰余金 利益剰余金

合 計別途積立金 繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 70,790 925,055 2,332,155 3,328,001 △119 4,387,324
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 105,980 105,980 105,980

会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高 70,790 925,055 2,438,135 3,433,981 △119 4,493,304
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 5,891
剰 余 金 の 配 当 △181,311 △181,311 △181,311
当 期 純 利 益 526,070 526,070 526,070
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 344,758 344,758 － 350,649
当 期 末 残 高 70,790 925,055 2,782,894 3,778,740 △119 4,843,954



42

（単位：千円）
評 価 ・ 換 算 差 額 等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当 期 首 残 高 9,029 9,029 239,622 4,635,976
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 105,980

会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高 9,029 9,029 239,622 4,741,957
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 5,891
剰 余 金 の 配 当 △181,311
当 期 純 利 益 526,070
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ) △779 △779 40,213 39,433

当 期 変 動 額 合 計 △779 △779 40,213 390,083
当 期 末 残 高 8,250 8,250 279,835 5,132,040
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表
＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞
1 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券

①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2）棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産
①評価基準 … 原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
②評価方法
商 品：移動平均法
仕掛品：個別法
貯蔵品：移動平均法

2 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く） … 定率法

但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月1日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

（2）無形固定資産（リース資産を除く） … 定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法、市場

販売目的のソフトウエアについては、見込販売数量に基づく償却額と見込販売可能期間（原則３年）に基
づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を償却する方法を採用しております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

… リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法
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3 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）受注損失引当金
受注制作のソフトウエア等に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注制作のソフトウ

エア等のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる案件について、
損失見込額を計上しております。

（3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分した額を費用処理

しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

4 収益及び費用の計上基準
顧客との契約については、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で履行義務を充足したも

のと判断し財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社が行う事業には、顧客との契約に基づき識別した履行義務として、受注制作のソフトウエア開発、サ

ービス等の役務提供、情報機器等の販売などが含まれており、それぞれ下記の時点で履行義務を充足したも
のと判断し、収益を認識しております。
なお、履行義務の対価につきましては、顧客との契約に基づき履行義務を完全に充足してから概ね１年以

内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

（受注制作のソフトウエア開発）
受注制作のソフトウエア開発は、顧客からの個々の要求に応じシステムの要件定義、設計、開発及び運用

テスト等を実施するものであり、これにより生じた資産は開発が進むにつれて顧客に支配が移転しているも
のと考えられることから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗
度に基づき収益を認識しております。
履行義務の充足に係る進捗度の測定は、見積総原価に対する当事業年度末までの実際発生原価の割合に基

づいて行っております。
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（サービス等の役務提供）
サービス等の役務提供は、一定期間にわたりサービスが提供されるにつれて顧客が便益を享受することか

ら、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識
しております。

（情報機器等の販売）
情報機器等の販売は、顧客への商品の引き渡しが完了し、検収を受けた時点で支配が顧客に移転したと判

断し、収益を認識しております。

契約の中にソフトウエア開発・保守サービスなど複数の財又はサービスの提供が含まれており、契約の対
価を配分する必要がある場合には、各履行義務についての独立販売価格を見積り、取引価格を配分しており
ます。

5 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけ

るこれらの会計処理の方法と異なっております。

＜会計方針の変更に関する注記＞
1 収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、受注制作のソフトウエアに関して、従来、進捗部分について成果の確実性が認められる契約

については工事進行基準を、そのほかの契約については工事完成基準を適用しておりましたが、履行義務を
充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進
捗度は、見積総原価に対する当事業年度末までの実際発生原価の割合に基づき算出しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従

っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。また、繰越利益剰余金の当期首残高は

105,980千円増加しております。なお、１株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売

掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受
金」及び「固定負債」に表示していた「長期前受金」は、当事業年度より「流動負債」の「契約負債」に含
めて表示することといたしました。
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2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と

いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企
業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が
定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当該変更による計算書類に
与える影響はありません。

＜会計上の見積りに関する注記＞
履行義務の充足に係る進捗度に基づき一定の期間にわたり認識する収益
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

売上高 7,611,063千円
（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当社は受注制作のソフトウエアのうち、当事業年度末までの進捗部分について履行義務の充足が認め
られる契約について、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しており
ます。なお、履行義務の充足に係る進捗度は、見積総原価に対する当事業年度末までの実際発生原価の
割合に基づき算出しております。
原価総額の見積りは、主にソフトウエア開発人員の人件費や外注費等の積算でありますが、当該見積

りに用いられる主要な仮定は開発人員の作業に伴い発生が見込まれる工数であり、各プロジェクトの規
模及び複雑性を勘案して、専門的な知識と経験に基づいて見積っております。
なお、開発途中での仕様変更や、想定していなかった事象の発生などにより工数の見直しが発生し、

進捗度が変動した場合には、翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

＜表示方法の変更に関する注記＞
（貸借対照表）

前事業年度において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「受注損失引当金」は、金額的重
要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。
なお、前事業年度の「受注損失引当金」は2,460千円であります。

＜貸借対照表に関する注記＞
1 関係会社に対する短期金銭債権 1,709,226千円

短期金銭債務 188,062千円

2 有形固定資産の減価償却累計額 457,482千円
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＜損益計算書に関する注記＞
関係会社との取引高
売上高 6,710,525千円
仕入高 1,239,881千円
役務提供料収入 650,834千円
営業取引以外の取引高 207,296千円

＜株主資本等変動計算書に関する注記＞
当事業年度末日における自己株式の種類及び総数
普通株式 355株

＜税効果会計に関する注記＞
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
（繰延税金資産）

棚卸資産評価損 510千円
減価償却費 13,868千円
貸倒引当金 10,225千円
受注損失引当金 15,832千円
未払費用 268,386千円
未払事業税 19,666千円
関係会社株式評価損 84,738千円
退職給付引当金 566,390千円
退職給付信託 289,659千円
資産除去債務 62,518千円
新株予約権 85,070千円
その他 47,576千円

繰延税金資産小計 1,464,444千円
評価性引当額 △219,540千円
繰延税金資産合計 1,244,903千円

（繰延税金負債）
前払年金費用 △284,152千円
資産除去債務に対応する除去費用 △62,112千円
その他有価証券評価差額金 △21千円

繰延税金負債合計 △346,286千円
繰延税金資産純額 898,617千円
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＜関連当事者との取引に関する注記＞
1 親会社及び法人主要株主等

（単位：千円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

その他の
関係会社 ㈱ 安 川 電 機 被所有

直接 38.3%
ソフトウエアの
受託開発等及び
電気品等の仕入先

ソフトウエアの
受託開発及び
計算事務等情報
処 理 並 び に
システム等管理
運 営 受 託 等

6,440,545
売 掛 金 1,516,108

契約資産 194,199

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）ソフトウエア開発等の販売に関する取引につきましては、見積書を提示のうえ価格交渉を行い、市場

価格を勘案し合理的に決定しております。
（注２）取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2 子会社及び関連会社等
（単位：千円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子 会 社 ㈱YE DIGITAL Kyushu 所有
直接 96.7%

ソフトウエアの
開発委託先及び
技術出向者の受入

ソフトウエアの
開 発 委 託 等 951,243 買 掛 金 144,824

関連会社 ㈱アイキューブデジタル 所有
直接 40.0%

ソフトウエアの
受託開発等及び
技術出向者の派遣

ソフトウエアの
受 託 開 発 等 126,545

売 掛 金 9,460

契約資産 140,279

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）ソフトウエア開発等の委託に関する取引につきましては、見積書を受領のうえ価格交渉を行い、市場

価格を勘案し合理的に決定しております。
（注２）ソフトウエア開発等の販売に関する取引につきましては、見積書を提示のうえ価格交渉を行い、市場

価格を勘案し合理的に決定しております。
（注３）取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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3 兄弟会社等
（単位：千円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

その他の
関係会社
の子会社

安川オートメーション・ドライブ㈱ なし ソフトウエアの
受託開発等

ソフトウエアの
受託開発及び
システム等管理
運 営 受 託 等

930,749

売 掛 金 151,685

契約資産 36,784

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）ソフトウエア開発等の販売に関する取引につきましては、見積書を提示のうえ価格交渉を行い、市場

価格を勘案し合理的に決定しております。
（注２）取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

＜収益認識に関する注記＞
収益を理解するための基礎となる情報
「＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞ ４ 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載している

ため省略しております。

＜１株当たり情報に関する注記＞
1 １株当たり純資産額 267円55銭

2 １株当たり当期純利益 29円01銭

（注）＜会計方針の変更に関する注記＞に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号
2020年３月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っております。なお、当事業年度の１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益に及ぼす影響は
軽微であります。

＜重要な後発事象に関する注記＞
該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2023年４月13日
株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ
取 締 役 会 御中

EY新日本有限責任監査法人
福 岡 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 嵯 峨 貴 弘

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 中 澤 直 規

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの2022年３月１日から2023年

２月28日までの第46期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並び
にその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書

類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計

算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ

とが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての

判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年３月１日から2023年２月28日までの第46期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき審議した結果、監査役全員の一致した意見として、本監
査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。

（2）各監査役は、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、監査室、その他の使用人等と意思疎通
を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び監査室等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業
務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と
意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制、その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なもの
として会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容
及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明い
たしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な
検討項目については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年４月14日
株式会社 ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ 監査役会

監査役（常勤） 城 山 忠 毅 ㊞

社 外 監 査 役 大 串 秀 文 ㊞

社 外 監 査 役 相 良 陽 一 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
第46期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案し、以下

のとおりと存じます。

(1) 配当財産の種類
金銭といたします。

(2) 配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき５円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は90,677,225円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年５月22日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役６名選任の件
本総会終結の時をもって取締役６名全員が任期満了となります。つきましては、取締役６名

の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、つぎのとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当

社株式の数

１

遠
えん

藤
どう

直
なお

人
と

（1955年３月５日生）

再 任

1976年３月 株式会社安川電機製作所（現株式会社安川電
機）入社

1978年２月 当社へ転籍
2002年６月 当社取締役
2011年５月 株式会社安川情報九州（現株式会社YE

DIGITAL Kyushu）代表取締役社長
2016年３月 当社常務執行役員
2017年３月 当社副社長執行役員
2018年５月 当社代表取締役社長
2022年５月 当社代表取締役会長、現在に至る。

10,000株

［取締役候補者とした理由］
遠藤氏は、当社の取締役や子会社株式会社安川情報九州（現株式会社YE
DIGITAL Kyushu）の代表取締役を歴任されており、2018年から2022年
まで当社代表取締役社長、2022年から当社代表取締役会長を務めており
ます。これまで培われた経営者としての経営全般にわたる豊富かつ幅広い
経験・見識等を当社経営に活かしていただくため、引き続き取締役候補者
といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当

社株式の数

２

玉
たま

井
い

裕
ひろ

治
はる

（1964年１月24日生）

再 任

1986年３月 当社入社
2013年９月 当社理事
2014年６月 当社執行役員
2018年３月 当社常務執行役員
2021年３月 当社専務執行役員IoT事業統括 組込・制御

システム本部長
2021年５月 当社取締役専務執行役員IoT事業統括 組

込・制御システム本部長
2022年５月 当社代表取締役社長、現在に至る。

10,000株

［取締役候補者とした理由］
玉井氏は、システム開発ならびに営業の事業責任者を経て、2021年から
当社取締役、2022年から当社代表取締役社長を務めております。これま
で培われた経営者としての経営全般にわたる豊富かつ幅広い経験・見識等
を当社経営に活かしていただくため、引き続き取締役候補者といたしまし
た。

３

野
の

口
ぐち

雄
ゆう

志
し

（1953年２月12日生）

再 任
社外取締役候補者
独立役員候補者

1971年４月 日本通運株式会社入社
1997年４月 米国日通本社米州地域情報システム部長
2006年10月 日本通運株式会社３PL部営業部長
2007年４月 同社常務理事IT推進部長（CIO）
2014年７月 グリットコンサルティング合同会社代表、現

在に至る。
2016年６月 当社社外取締役、現在に至る。
2019年７月 株式会社グリッターフレンズ代表取締役、現

在に至る。

10,000株

［社外取締役候補者とした理由および期待される役割］
野口氏は、日本通運株式会社ならびに同社グループ、グリットコンサルテ
ィング合同会社、株式会社グリッターフレンズで培われた豊富かつ幅広い
経験・見識等を当社経営に活かしていただくため、引き続き社外取締役候
補者といたしました。
同氏には、当社経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役
割を果たしていただくことを期待しております。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当

社株式の数

４
下
しも

池 正
いけ しょう

一 郎
いち ろう

（1968年５月21日生）

再 任
社外取締役候補者

1994年３月 株式会社安川電機入社
2015年３月 同社技術開発本部開発研究所自動化機器技術

部長
2018年３月 同社ICT戦略推進室副室長
2018年５月 当社社外取締役、現在に至る。
2022年３月 株式会社安川電機執行役員ICT戦略推進室長、

現在に至る。

－

［社外取締役候補者とした理由および期待される役割］
下池氏は、株式会社安川電機でシステム開発をはじめ、研究開発、技術企
画、生産管理、IT・DX推進等の業務に携わり同社の執行役員を務める等、
これまで培われた豊富かつ幅広い経験・見識等を当社経営に活かしていた
だくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
同氏には、当社経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役
割を果たしていただくことを期待しております。

５

三
み

浦
うら

正
まさ

道
みち

（1975年３月22日生）

再 任
社外取締役候補者
独立役員候補者

2001年10月 弁護士登録
三浦・奥田・岩本法律事務所（現三浦・奥
田・杉原法律事務所）入所

2007年４月 同所パートナー、現在に至る。
2018年５月 当社社外取締役、現在に至る。

－

［社外取締役候補者とした理由および期待される役割］
三浦氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として
の豊富かつ幅広い経験・見識等を当社経営に活かしていただくため、引き
続き社外取締役候補者といたしました。
同氏には、当社の倫理にとらわれず、法令を含む企業社会全体を踏まえた
客観的視点で、独立性をもって当社経営の重要事項の決定および業務執行
の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待しております。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当

社株式の数

６

本
もと

松
まつ

隆
たか

之
ゆき

（1966年３月25日生）

新 任

1989年３月 株式会社安川電機製作所（現株式会社安川電
機）入社

2013年３月 同社システムエンジニア事業部事業計画部長
2017年３月 欧州安川有限会社出向
2021年３月 株式会社安川電機環境・社会システム事業部

事業企画部長
2022年３月 当社へ出向、当社管理本部経理部長
2023年３月 当社へ転籍、当社執行役員管理本部長、現在

に至る。

3,000株

［取締役候補者とした理由］
本松氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、株式会社安川
電機の事業企画、経理・財務の業務に長年携わり、同社で培われた豊富か
つ幅広い経験・見識等を当社経営に活かしていただくため、取締役候補者
といたしました。
同氏は、2023年３月から当社執行役員を務めております。

（注）1 取締役候補者下池正一郎氏は、略歴にて記載のとおり株式会社安川電機の執行役員ICT戦略推進室長で
あり、同社は当社株式を6,940千株（持株比率38.27%）保有しており、当社は同社の情報処理業務を
受託しているほか、同社の製品に組み込まれるソフトウェア等を受託開発しております。

2 その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3 取締役候補者野口雄志氏、下池正一郎氏および三浦正道氏は社外取締役候補者であります。また、野

口雄志氏および三浦正道氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本議案で
各氏が選任された場合には、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

4 社外取締役候補者の社外取締役としての独立性および社外取締役との責任限定契約について
（1）社外取締役候補者の独立性について

① 野口雄志氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって６年11ヶ月となります。
② 下池正一郎氏および三浦正道氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって５年となり
ます。

③ 野口雄志氏および三浦正道氏は、現在または過去10年間において、当社の特定関係事業者の業務
執行者または役員であったことはありません。

④ 野口雄志氏および三浦正道氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産
（取締役、監査役その他これらに類する者としての報酬等を除く）を受ける予定はなく、また過去２
年間に受けていたこともありません。

⑤ 下池正一郎氏は、現在または過去10年間において当社の特定関係事業者である株式会社安川電機
の業務執行者であり、過去２年間において使用人としての給与等を受けており、今後も受ける予定
であります。

⑥ 野口雄志氏、下池正一郎氏および三浦正道氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者
または役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。

（2）在任中に不当な業務執行が行われた事実およびその事実の発生防止および事後の対応について
該当事項はありません。



59

（3）社外取締役との責任限定契約について
当社は社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当社への損

害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、野口雄志氏、下池正一郎
氏および三浦正道氏との間で当該責任限定契約を締結しております。本議案で各氏が選任された場合、
当該責任限定契約の締結を継続する予定であります。
その契約の内容の概要はつぎのとおりであります。
社外取締役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意

でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とし
て損害賠償責任を負担するものとする。

5 役員等賠償責任保険契約について
当社は、社外役員を除く取締役および監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社

との間で締結しており、被保険者である役員がその職務の執行に関して責任を負うことまたは当該責
任追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。また、本議案で選任
が承認された社外役員を除く取締役は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

（ご参考）取締役会の構成（本総会において各候補者が選任された場合）
氏名 新任/

再任 役職 企業
経営

事業
戦略

IT
DX

ダイバーシティ
人材開発

財務
会計

法務リスク
管理

遠藤 直人 再任 代表取締役
会長 ● ● ● ●

玉井 裕治 再任 代表取締役
社長 ● ● ● ●

本松 隆之 新任 取締役
執行役員 ● ● ● ●

野口 雄志 再任 社外取締役
独立役員 ● ● ● ●

下池 正一郎 再任 社外取締役 ● ● ●

三浦 正道 再任 社外取締役
独立役員 ● ●
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第３号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって社外監査役大串秀文氏は任期満了となりますので、監査役１名の選

任をお願いいたしたいと存じます。
本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、つぎのとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所有する当

社株式の数

野
の

毛
げ

由
よし

文
ふみ

（1960年３月26日生）

新 任
社外監査役候補者
独立役員候補者

1982年４月 株式会社リコー入社
1997年４月 同社化成品事業部第２開発部開発グループ

リーダー
2008年４月 同社サーマル事業部販売チームリーダー
2012年10月 同社サーマル事業部顧客サポートチーム

リーダー
2020年４月 ものづくりデザインラボ代表、現在に至る。
2021年11月 沼津市中小企業振興会議委員、現在に至る。

－

［社外監査役候補者とした理由］
野毛氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、株式会社リコ
ーおよびものづくりデザインラボで培ってきた専門的な知識・経験等を当
社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役候補者といたしまし
た。

（注）1 監査役候補者野毛由文氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2 野毛由文氏は社外監査役候補者であります。また、野毛由文氏は東京証券取引所の定めに基づく独立

役員の要件を満たしていると判断しており、本議案で同氏が選任された場合には、独立役員として同
取引所に届け出る予定であります。

3 社外監査役候補者の社外監査役としての独立性および社外監査役との責任限定契約について
（1）社外監査役候補者の独立性について

① 野毛由文氏は、現在または過去10年間において、当社の特定関係事業者の業務執行者または役員
であったことはありません。

② 野毛由文氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役、監査役
その他これらに類する者としての報酬等を除く）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けてい
たこともありません。

③ 野毛由文氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等以内
の親族その他これに準ずるものではありません。

（2）在任中に不正な業務執行が行われた事実およびその事実の発生防止および事後の対応について
該当事項はありません。

(3）社外監査役との責任限定契約について
当社は社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で、当社への損

害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、本議案で野毛由文氏が選
任された場合、同氏との間で、当該責任限定契約を締結する予定であります。
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その契約の内容の概要はつぎのとおりであります。
社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意

でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とし
て損害賠償責任を負担するものとする。

以 上
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